
ごみの減量に向けた

施策について

西条市役所環境部

環境政策課・衛生課

～西条市からのお知らせ～

新たな



１ 西条市のごみの現状

２ 新たなごみの減量に向けた施策

３ R5.4.1以降のごみ収集

４ 有料になるごみを減らすには

説明の内容



１ 西条市のごみの現状

総排出量
1人1日当たりのごみ排出量の推移（生活系ごみ）
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本市のごみの総排出量は人口減少していることもあり、年々

減少傾向が見られます。1人1日当たりのごみの総排出量は全国

及び愛媛県の平均を大きく上回り、県内11市中ワーストの状況

が続いています。

（トン）

（g/人・日）

県内11市中ワースト1位
（H20~28.30年度）



１ 西条市のごみの現状

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

分別収集 中間処理 集団回収

8.9 9.6 9.5 10.6 10.6 10.2 10.3 9.9 9.6
8.7

0

5

10

15

20

25

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

全国 愛媛県 西条市
（%）

資源化量の推移 リサイクル率の推移

（トン）

リサイクル率は、愛媛県及び全国の実績値を大きく下回っており、

県下11市中ワースト2位となっています。

県内11市中ワースト2位
（H23~R1年度）



西条市上水道事業の財政状況１１ 西条市のごみの現状

道前クリーンセンター
処理手数料

5,342万円

71％

道前クリーンセンター

売払収入

1,490万円

20％

指定ごみ袋販売手数料
（規定枚数外）

515万円

7％

ごみ収集運搬手数料
20万円

0％

その他

28万円
0％

最終処分場
搬入許可手数料

110万円
2％

道前クリーンセンター
運営費

76,010万円

68％

最終処分場運営費

4,985万円
4％

ごみ収集運搬費
24,678万円

22％

指定ごみ袋製作費

3,920万円
4％

その他

2,202万円
2％

【※その他費用の内訳】
・粗大ごみ処理券
製作費（126万円）

・警告シール、
ごみカレンダー製作費（27万円）

・指定ごみ袋配布関連費（803万円）
・ごみ関連補助金（588万円）
・特別ごみ収集
運搬費等（108万円）

・事務費等（322万円）
・人件費（228万円）

令和元年度のごみ処理事業にかかる歳入総額は約0.75億円、歳出
総額は約11.18億円です。今後、老朽化した道前クリーンセンター

の基幹的設備改良のための大規模修繕経費が必要となってきます。

ごみ処理事業費（歳入）：7,477万円 ごみ処理事業費（歳出）：11億1,795万円

歳入 歳出



西条市上水道事業の財政状況１１ 西条市のごみの現状

1人当たりのごみ処理事業経費ごみ処理収支
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ごみ処理収支では、歳出が歳入の約15倍の経費が掛かっており、
約10.43億円は一般財源で補填されています。

また、市民１人当たりのごみ処理事業経費は令和元年度で、
10,289円／人・年掛かっており、年々１人当たりの負担が大きく
なってきています。

約10.43億円は一般財源で
補填しています。

年々負担が大きく
なってきています。



説明の内容

１ 西条市のごみの現状

２ 新たなごみの減量に向けた施策

３ R5.4.1以降のごみ収集

４ 有料になるごみを減らすには



２ 新たなごみの減量に向けた施策

本市のごみ処理行政における目指す将来の姿を実現するため、

３つの施策の基本方針に基づき、４つの施策の大綱、１３の基本

施策の下で、具体的な取組を展開していきます。

豊かな自然環境を育む循環型社会形成推進都市・西条

① 循環型社会を目指して３Rを推進する

施策の基本方針

② ごみ処理に係る環境への負荷を可能な限り低減する

③ 市民・事業者・行政が一体となって循環型社会づくりに取り組む



２ 新たなごみの減量に向けた施策

リサイクル率

向上

ごみ減量

西条市一般廃棄物処理基本計画

基本施策

Ⅰ 循環型社会を
支えていく人づくり

Ⅱ ごみの発生・排出抑制

Ⅲ リサイクル推進に向けた

収集システムの整備

Ⅳ ごみの適正処理の推進

１ ごみ減量に向けた市民意識の啓発

２ 小・中学校等における環境教育の推進

３ 家庭系ごみの有料化の検討

４ 粗大ごみの戸別収集の検討（リユース・リペア）

５ 生ごみ・食品残さの減量

６ 市民・事業者との協働による取組

７ 事業系ごみの減量に向けた取組

８ プラスチック製容器包装類の分別収集

・再資源化推進

９ 資源ごみの分別収集体制の強化

10 分別方法の普及・啓発

11 ごみの散乱等の防止

12 環境に配慮したごみ処理の推進

13 災害ごみ処理対策の充実

施策の大綱

１ 家庭系ごみの有料化

３ 資源ごみ等の拠点回収

２ 粗大ごみの戸別収集

ごみ減量に向けた施策方針

・ごみ出しルールやマナーが向上

・ステーション周辺の住民負担軽減

・ごみ出し困難世帯の負担軽減

・リサイクル意識の向上

・資源ごみ回収頻度の向上

・危険ごみ混入防止

・悪質なごみ持ち去りの防止

・ごみの排出抑制や分別を促進

・ごみ処理に対する意識改革

・ごみ処理費用の負担の公平性

令和５年４月１日～開始
西条市廃棄物減量等

推進審議会

西条市使用料等
審議会



家庭系ごみの有料化



家庭系ごみの有料化とは

「家庭系ごみの有料化」とは、ごみの排出量に応じてごみ処理費用の一
部をごみ処理手数料として市民に負担していただくものです。

有料化の目的と効果

国の動向

(2) 市町村が有料化の導入または見直しを実施する際に参考となる手引きと
して、「一般廃棄物処理有料化の手引き」を作成

(1) ごみの減量と資源化の推進

(2) 負担の公平性の確保

(3) ごみ処理費用の削減

(1) 市町村の役割として一般廃棄物処理の有料化を推進することを明確化



有料化の実施状況

令和２年度 実施状況（全国） 令和２年度 実施状況（愛媛県）

有料
1,114

無料
627 有料

(超過量従量制)

2

無料
（指定ごみ袋を導入していない）

4 

有料
(単純従量制)

14

70%

10%

20%

64%

36%

ごみの減量効果あり



家庭系ごみ有料化の制度内容

「粗大ごみ」

の 3種類とします。

もえるごみ（緑色）

指定袋 処理券

有料化の対象

「もえるごみ」「もえないごみ」「粗大ごみ」

もえないごみ（橙色）

〇この処理券を破損又は紛失した場合は再発行できません。

〇粗大ごみの回収には事前申込が必要です。

〇粗大ごみの出す際は、裏面の注意事項を確認してください。

西条市粗大ごみ

300円
上記の金額を領

収しました。

領収受付印

西条市

処理手数料領収
　西条市粗大ごみ処理券

300円

☜

こ

こ

か

ら

は

が

し

て

く

だ

さ

い

。

氏名又は受付番号

収 集 日

NO.12345678

NO.12345678

切
り
取
り

4 5 9 6 4 3 8 3 5 0 7 3 3



家庭系ごみ有料化の制度内容

ごみ処理手数料

西条市有料指定袋

を購入

料金と種類

300円

粗大ごみ処理券

20円

小

30円

中

45円

大



家庭系ごみ有料化の制度内容

販売について

粗大ごみの種類によっては、
600円、900円のものがあります。

それぞれ600円は２枚、

900円は３枚ご購入下さい。

有料指定袋及び粗大ごみ処理券は内税です。
どこの店舗で購入しても同じ価格です。

10枚セット
販売価格

大
450円

中
300円

小
200円

有料指定袋 粗大ごみ処理券

シール販売価格

１枚 300円



家庭系ごみ有料化の制度内容

・スーパーマーケット

・コンビニエンスストア

ほか

市内の店舗で販売

令和５年３月
有料指定袋

粗大ごみ処理券

販売方法



家庭系ごみ有料化の制度内容

既存の指定袋等について

指定袋

２年間 使用できます 使用できません

令和７年３月31日まで

令和５年４月 1日から

令和５年４月１日から

粗大ごみ処理券



粗大ごみの戸別収集



「粗大ごみの戸別収集」とは、事前に電話等で申
し込みを受け付け、指定された日時に自宅の玄関先
まで収集に伺う方法のことです。

戸別収集とは

収集体系見直しの目的と背景

１ ごみ出し困難世帯の負担の軽減

２ 排出者責任の明確化

３ 地域負担の軽減と不法投棄の抑制



手数料について

掃除機
こたつ
扇風機
テーブル
座卓
応接台
オーブンレンジ
チャイルドシート
応接いす（1人掛け用）
ソファー（1人掛け用）

机（両袖）
応接いす
（2人掛け用以上）
ソファー
（2人掛け用以上）
ベッド
（シングル、セミダブル）
棚
（最長辺1.8ｍ以上）
タンス
（最長辺1.8ｍ以上）

ベッド
（ダブル以上、2段）
足付きオルガン
（エレクトーン）
マッサージチェア

小ランク300円

粗大ごみ処理券の手数料については、重量及び形状により品目（種類）ごとに
分類し、３段階の料金体系とします。

ふとん
鏡台
自転車
ベビーカー
机（片袖）

大ランク900円中ランク600円



出し方〈電話・インターネットによる事前申込制です。〉

お申し込み先：粗大ごみ受付窓口

TEL 0897-（未定）
受付時間／月曜日から金曜日 午前9時～午後3時
（祝日及び 12/29～1/3除く）

西条市ホームページからお申し込みができます。
24時間受付 http://www.sodai-saijo.jp/

粗大ごみ処理券の販売

収集日までに、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・
ホームセンター・ドラッグストアなどの小売店で粗大ごみ処理券
を購入します。

注意事項
●粗大ごみ処理券に氏名又は受付番号を記入し、粗大ごみの見やすい場所に品物ごとに貼って、収集日の午前8時
までに排出場所（自宅前など）に出してください。※粗大ごみ処理券を貼付していない場合は収集しません。

●粗大ごみは住宅の中から収集は行いません。また、粗大ごみの排出場所として自宅以外の場所からは収集できません。

粗大ごみ処理券を販売店で購入します。
（品目により３００円・６００円・
９００円に分類されています。

粗大ごみ処理券の購入2 粗大ごみの持ち出し

収集日に粗大ごみ処理券を
品物ごとに貼付し、排出場
所（自宅前など）に出して
ください。

3申し込み

電話などで収集を
申し込みます。
料金と収集日をお
知らせします。

1



資源ごみ等の拠点回収



「資源ごみ等の拠点回収」とは、市内に資源ごみ及び危険ごみを無料で回

収する拠点を設け、資源ごみ等の回収体制の強化を図る取組みのことです。

※なお、現状の資源ごみ回収体制は維持しながら、資源ごみ等の拠点回収

を実施します。

拠点回収とは

回収体系見直しの目的と背景

１ ごみの減量化および再資源化率の向上

２ 資源ごみの持ち去り対策

３ 危険ごみ混入の低減



回収品目

資源ごみ

危険ごみ

缶（アルミ缶・スチール缶）※飲食用に限る

古紙（新聞紙・雑誌・ダンボール等）

ペットボトル（飲料・酒・醤油用等）※PET表示のあるもの

水銀系ごみ（蛍光灯・体温計等）

充電池（リチウムイオン電池・小型充電式電池等）

回収時間

開館日

9：00～16：00
※公民館によっては、閉館時間が
異なりますので、事前にご確認く
ださい。

回収場所

※公民館については、施設の状況等により回収できない品目が
あります。

市庁舎 公民館

本庁
西部支所
丹原サービスセンター
小松サービスセンター

24か所４か所
各地区公民館
※中央、西条、市之川、
丹原、小松公民館を除く



拠点回収一覧（公民館）

地
区

施設名

分別回収品目

缶 古紙
PET
ボトル

充電池 水銀系

西
条

玉津公民館 〇 〇 〇 〇 〇

飯岡公民館 〇 〇 〇 〇 〇

西条公民館 ※市役所本庁舎にお持ち込みください。

神拝公民館 〇 〇 〇 〇 〇

大町公民館 〇 〇 〇 〇 〇

神戸公民館 〇 〇 〇 〇 〇

禎瑞公民館 〇 〇 〇 〇 〇

橘公民館 〇 〇 〇 〇 〇

氷見公民館 〇 〇 〇 〇 〇

加茂公民館 〇 〇 〇 〇 〇

大保木公民館 〇 〇 〇 〇 〇

市之川公民館 ※分別回収しません。

小
松

小松公民館 ※小松サービスセンターにお持ち込みください。

石根公民館 〇 〇 〇 〇 〇

地
区

施設名
分別回収品目

缶 古紙
PET
ボトル

充電池 水銀系

東
予

中央公民館 ※西部支所にお持ち込みください。

吉井公民館 〇 〇 〇 〇 〇

多賀公民館 〇 〇 〇 〇 〇

周布公民館 〇 〇 〇 〇 〇

壬生川公民館 〇 〇 〇 〇 〇

三芳民館 〇 〇 〇 〇 〇

楠河公民館 〇 〇 〇 〇 〇

庄内公民館 〇 〇 〇 〇 〇

吉岡公民館 〇 〇 〇 〇 〇

国安公民館 〇 〇 〇 〇 〇

丹
原

丹原公民館 ※丹原サービスセンターにお持ち込みください。

徳田公民館 〇 〇 〇 〇 〇

田野公民館 〇 〇 〇 〇 〇

中川公民館 〇 〇 〇 〇 〇

桜樹公民館 〇 〇 〇 〇 〇



地区 施設名

分別収集品目

缶 古紙
PET

ボトル
充電池 水銀系

西
条

本庁 〇 〇 〇 〇 〇

東
予

西部支所 〇 〇 〇 〇 〇

丹
原

サービスセンター 〇 〇 〇 〇 〇

小
松

サービスセンター 〇 〇 〇 〇 〇

拠点回収一覧（市庁舎）



説明の内容

１ 西条市のごみの現状

２ 新たなごみの減量に向けた施策

３ R5.4.1以降のごみ収集

４ 有料になるごみを減らすには



地 区
（一部地域に

ついては校区）

もえないごみ 粗大ごみ 乾電池

玉津・飯岡 火 第２土 第２土

西条 月 第３土 第３土

神拝 木 第４土 第４土

大町 金 第１土 第１土

神戸 金 第１土 第１土

舟形・津越・長瀬 水 第３土 第３土

兎之山・中寺 第２、第４水 第１土 第１土

大久保 水 第１土 第１土

禎瑞 木 第３土 第３土

橘 火 第１土 第１土

氷見 月 第３土 第３土

加茂 第１、第４水 第３土 第３土

大保木・市之川 第２、第４水 第１土 第１土

拠 点 回 収

（回収品目）
資源ごみ
・缶
（アルミ缶･スチール缶）

※飲料用に限る

・古紙
（新聞紙･雑誌･ダンボール等）
・ペットボトル
（飲料･酒･醤油等）

※PET表示のあるもの

危険ごみ
・充電池
（リチウムイオン電池･小型充電

式電池等）
・水銀系ごみ（蛍光灯･体温計等）

（回収場所）
・市庁舎（4か所）
・公民館（24館）

（回収時間）
9：00～16：00
※開館日、開館時間のみ

３ R5.4.1以降のごみ収集 西条地区

戸

別

収

集

も
え
な
い
ご
み
収
集
日



地 区
（一部地域については校区）

粗大ごみ

周布 第１、第３木

吉井 第１、第３木

多賀（三津屋本通りまで） 第１、第３木

多賀（北条新田） 第３木

壬生川（大曲地区を含む） 第１、第３木

国安 第２、第４木

吉岡 第２、第４木

三芳 第２、第４木

楠河 第２、第４木

庄内 第２、第４木

黒谷 第２、第４木

拠 点 回 収

（回収品目）
資源ごみ
・缶
（アルミ缶･スチール缶）

※飲料用に限る

・古紙
（新聞紙･雑誌･ダンボール等）
・ペットボトル
（飲料･酒･醤油等）

※PET表示のあるもの

危険ごみ
・充電池
（リチウムイオン電池･小型充電

式電池等）
・水銀系ごみ（蛍光灯･体温計等）

（回収場所）
・市庁舎（4か所）
・公民館（24館）

（回収時間）
9：00～16：00
※開館日、開館時間のみ

３ R5.4.1以降のごみ収集

戸

別

収

集

東予地区



丹原地区

地 区
（一部地域については校区）

もえないごみ 粗大ごみ 乾電池

丹原（久妙寺除く） 月 第１火 第１火

久妙寺 月 第１火 第１火

徳田（古田新田・田滝除く） 月 第１火 第１火

古田新出 月 第１火 第１火

田野 金 第３火 第３火

田滝 金 第３火 第３火

中川 水 第２火 第２火

桜樹（相之谷除く） 水 第２火 第２火

相乃谷 金 － 金

拠 点 回 収

（回収品目）
資源ごみ
・缶
（アルミ缶･スチール缶）

※飲料用に限る

・古紙
（新聞紙･雑誌･ダンボール等）
・ペットボトル
（飲料･酒･醤油等）

※PET表示のあるもの

危険ごみ
・充電池
（リチウムイオン電池･小型充電

式電池等）
・水銀系ごみ（蛍光灯･体温計等）

（回収場所）
・市庁舎（4か所）
・公民館（24館）

（回収時間）
9：00～16：00
※開館日、開館時間のみ

３ R5.4.1以降のごみ収集 丹原地区
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地 区
（一部地域については校区）

もえないごみ 粗大ごみ 乾電池

小松地区全域 木曜日 第２月 第２月

拠 点 回 収

（回収品目）
資源ごみ
・缶
（アルミ缶･スチール缶）

※飲料用に限る

・古紙
（新聞紙･雑誌･ダンボール等）
・ペットボトル
（飲料･酒･醤油等）

※PET表示のあるもの

危険ごみ
・充電池
（リチウムイオン電池･小型充電

式電池等）
・水銀系ごみ（蛍光灯･体温計等）

（回収場所）
・市庁舎（4か所）
・公民館（24館）

（回収時間）
9：00～16：00
※開館日、開館時間のみ

３ R5.4.1以降のごみ収集 小松地区
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説明の内容

１ 西条市のごみの現状

２ 新たなごみの減量に向けた施策

３ R5.4.1以降のごみ収集

４ 有料になるごみを減らすには



４ 有料になるごみを減らすには

紙類
32.8%

厨芥類
36.5%プラスチック

類
15.7%

木類
8.2%

布類
5.1%

不燃物類
1.2%

皮革類
0.5%

もえるごみの内訳



紙類
32.8%

厨芥類
36.5%プラスチック類

15.7%

木類
8.2%

布類
5.1%

不燃物類
1.2%

皮革類
0.5%

４ 有料になるごみを減らすには

ごみ減量のポイントその

生ごみ処理容器（コンポスト等）

生ごみ処理機

購入費の補助 があります

西条市ホームページ

検索生ごみ処理機|

生ごみのうち

半分が水分！
工夫して生ごみを減らそう！
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紙類
32.8%

厨芥類
36.5%

プラス
チック類

15.7%

木類
8.2%

布類
5.1%

不燃物類
1.2%

皮革類
0.5%

４ 有料になるごみを減らすには

家庭ごみの紙類

ほとんどが再生できます！

資源ごみ(古紙)として出せば

有料化の対象外

ごみ減量のポイントその2



プラスチック類

これも再生できます！

紙類
32.8%

厨芥類
36.5%

プラス
チック類

15.7%

木類
8.2%

布類
5.1%

不燃物類
1.2%

皮革類
0.5%

４ 有料になるごみを減らすには

ごみ減量のポイントその

資源ごみとして出せば

有料化の対象外

市内のスーパー等で店頭回収ボックスを設置し、
無料回収を行っている店舗があります。
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４ 有料になるごみを減らすには

ごみを分別すれば…
有料指定ごみ袋

購入費用



西条市役所環境部

環境政策課、衛生課

さらなるごみの減量・資源化に
ご協力をお願いいたします。


